
服装規定服装規定

1. 制服

　　令和７年度までの入学者

(1) Ⅰ型 

冬服 (正装)

 学校指定とする。 

 上着には校章入りのボタンをつけ、左襟に学年指定のバッジをつける。 

 ズボンは上着と同色の学生ズボンで校章マークのついたものとする。 

夏服 

 学校指定の白無地シャツとする。（校章マークつき） 

 ズボンは濃紺の学生ズボンとし、仕様は冬服と同様とする。 

 (2) Ⅱ型 

冬服（正装） 

 学校指定とする。 

 上衣：色は濃紺。左襟に学年指定のバッジを着用する。 

 ベスト：色は上衣と同色。（校章マークつき） 

 スカート：色は上衣と同色。校章マークつき。（すそ折り返し部分に

 校章マークあり） 

 スカート丈は、すそが膝頭にあることを基準とする。 

 ブラウス：白無地長袖ブラウス。 

 ネクタイ：えんじの結びタイ。 

 なお、上衣を着用しない場合を間服とする。 

夏服 

 学校指定の白無地半袖ブラウスとする。（校章マークつき） 

 スカートは濃紺とし、仕様は冬服と同様とする。



 

(3) Ⅲ型 

冬服（正装） 

 学校指定とする。 

 上衣：色は濃紺。左襟に学年指定のバッジを着用する。 

 ベスト：色は上衣と同色。（校章マークつき） 

 スラックス：上着と同色で校章マークのついたものとする。 

 ブラウス：白無地長袖ブラウス。 

 ネクタイ：えんじの結びタイ。 

 なお、上衣を着用しない場合を間服とする。 

夏服 

 学校指定の白無地半袖ブラウスとする。（校章マークつき） 

 スラックス：上着と同色で校章マークのついたものとする。 

 

令和７年度までの入学生が令和８年度以降の新制服を希望購入した場合について（補足説明） 

 ① 令和７年度までの入学生は、上記のⅠ型～Ⅲ型の冬服を正装とする。

 ② 入学時に購入した制服と新制服のアイテムを組み合わせて着用してもよい。 

 ③ 下記の場面では新制服との組み合わせをせず、Ⅰ型～Ⅲ型の冬服を着用する。

 【令和７年度までの入学生が正装を着用する場面】 

 入学式、卒業式、同窓会入会式、離任式、個人写真撮影、学級写真撮影 

 １学期始業式、２学期終業式、３学期始業式・終業式 


